
 

民間紛争解決手続の業務の内容及び実施方法の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※諸手数料は消費税抜表示 

（手続実施規程第23条） 

【法 6 条 1 号関係】 
・境界紛争（土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争（筆界特

定手続により筆界が特定された土地の所有権の及ぶ範囲に関する紛争を含む））（規則第 3 条）

・紛争地の所在の範囲は、原則として札幌法務局若しくはその支局又は出張所の管轄区域内の

土地 (手続実施規程第 3 条 2 項） 

説明【法14条関係】 

・説明者：センター長又は担当相談委員（手続実施規程第 20 条 2 項､21 条） 

【法第6条8号、15号関係】 

 ・調停申立書の提出（手続実施規程第 22 条） 
申立手数料 20,000 円(現金又は振込み納付)(手続実施規程第 22 条 6 項､費用規程第 10 条 1 項､4 条､7 条） 

Ａの申立て 
センターの業務を行う事務所の

窓口 

センター長 事案審査 

手交又は配達証明郵便【法第

６条６号関係】（手続実施規

程第 23 条 3、4 項）  

不受理  A に通知  

センター長が調停委員

候補者名簿から選任

Ａに通知 

【法第６条６号関

係】 

手交又は配達証明

郵便（手続実施規

程第 23 条 3 項） 【法６条２号関係】 (規則 24
条､25 条､14 条) 
 

・選任の方法､公正な手続実施

を妨げるおそれのある場合  
【法６条３号関係】(手続実施

規程第 29 条～36 条） 

・実質的支配者等､子会社等を当事者とする紛争におけ

る不当な影響排除【法６条４号関係】 

(規則第 30 条 3 項、4 項、38 条 実施規程第 9 条、50
条第 1 項 3 号) 

説 明（対Ｂ） 

応 諾

説明【法第14条関係】 

（手続実施規程第 26 条、

21 条） 

調停委員の責務(規則 30 条 1 項､2 項) 

弁護士の助言措置【法第６条５号関係】 

（手続実施規程第 29 条 2 項） 
共同実施型 

第１回調停期日 
於：本センター調停室 

 
 
 
(交互面接又は同席調停) 

調停委員

資料の取扱い 
【法第６条10号関係】 

(手続実施規程第 8 条､運営規程

16 条) 

第２回期日  

期日手数料各 10,000 円 

【法第6条15号関係】 

(費用規程第 11 条､4 条､7
条) 

第Ｍ回期日  必要に応じ 
・現地調停等（手続実施規程第 39 条 3 項） 
・測量・鑑定等（手続実施規程第 5 章） 第Ｎ回期日  

合意(和解)成立  Ａの取下げ､Ｂの離脱 

当事者による手続の終了 
【法第６条12号関係】(手続実施

規程第 47 条、48 条） 

和解契約書作成  

 (手続実施規程第 46 条)
成立手数料  

200,000～500,000 円  

打 切 り  

通知(対Ａ・Ｂ) 

手交又は配達証明郵便 

【法第 6 条 6 号関係】（手続実施規程第

49 条 3 項､50 条 2 項） 

手続の進行 
【法６条７号関係】 

(手続実施規程第 4 章） 

受   理  

【法第６条９号,６号関係】 

・申立書の写し又は申立の概

要を記載した書面､調停手

続の説明書､出席確認書様

式送付、配達証明郵便  
（手続実施規程第 25 条）  

相手方 B への通知  出席確認書  

担当調停委員(合議体)
土地家屋調査士 2 人  
弁護士    1 人 

 (手続実施規程第 37 条）

調停委員会

不応諾  応諾【法第６条８号関係】 

応諾書の提出 
（手続実施規程第 27 条) 
意見書の提出 
（手続実施規程第 28 条) 

手交又は配達証明郵便 

【法第 6 条 9 号】（手続実施規程

第 46 条 4 項） 
【法第 6 条 15 号】（費用規程 12
条､4 条､7 条） 

手続実施者による終了 
【法第6条第13号関係】 

（手続実施規程第 49 条､50 条） 

通知(対Ａ・Ｂ) 

手交又は配達証明郵便 
【法第 6 条 6 号関係】（手続実施規程第

47 条 4 項､48 条 4 項） 

手交又は配達証明郵便【法第 6

条 6 号関係】（手続実施規程第

49 条 3 項） 

(手続実施規

程第 27 条 5
項,49条1項) 

A に通知 

説 明（対Ａ） 

相談手続 

土地の境界に関する紛争  

期日手数料 10,000 円 


